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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　○長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱の一部改正� 福 祉 保 健 課

　・道路の区域変更� 道 路 維 持 課

◎　公　告

　・肥料登録の失効� 農業イノベーション推進室

長崎県告示第435号

　長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第460号の９）の一部を次のように改正し、令

和６年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和６年７月30日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

　地域保健推進課関係

別表（第２条関係）

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１ 長崎県

造血幹

細胞移

植後に

おける

予防接

種の再

接種費

用助成

事業費

補助金

感染症のま

ん延防止及

び再接種を

受ける者の

経済的負担

の軽減のた

め、県内市

町が実施す

る造血幹細

胞移植後に

おける予防

接種の再接

種費用助成

制度に対し

て支援を行

うことで、

助 成 制 度

の拡充を図

る。

市町が当該市町

に住所を有する

対象者に対し、

対象ワクチン接

種費用の助成に

要する経費

２分の

１

市町

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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２ 長崎県

医療施

設等施

設整備

費補助

金

新規感染症

の発生及び

まん延に備

え、新型コ

ロナウイル

ス感染症対

応での最大

規模と同程

度の医療提

供体制を整

えるため、

県と感染症

の予防及び

感染症の患

者に対する

医療に関す

る法律（平

成10年法律

第114号。

次項におい

て「 感 染

症 法 」 と

い う。） に

基づく医療

措置協定を

締結する医

療機関に対

し補助を行

う。

次に掲げる事業

に要する経費。

ただし、補助対

象経費の基準額

は、知事が別に

定める。

�　病室の感染

対策に係る整

備

　�　病床確保に

係る協定締結

医療機関とし

て必要な個室

整備に要する

工事費又は工

事請負費（専

用 の 陰 圧 装

置、 空 調 整

備、トイレ、

バス等の付属

設備の整備を

含む。）

�　病棟等の感

染対策に係る

整備

　�　病床確保に

係 る 協 定 締

結医療機関と

して必要な多

床室を個室化

するための可

動式パーテー

シ ョ ン の 設

置、病棟出入

口 の 扉 の 設

置、 病 棟 の

ゾーニングを

行うための改

修等に要する

工事費又は工

事請負費

�　３

分の

２以

内

�　10

分の

10以

内

県と感

染症法

に基づ

く医療

措置協

定を締

結する

医療機

関

３ 長崎県

医療施

設等設

備整備

費補助

金実施

要綱

新規感染症

の発生及び

まん延に備

え、新型コ

ロナウイル

ス感染症対

応での最大

規模と同程

度の医療提

供体制を整

えるため、

県と感染症

法に基づく

病床確保に係る

協定締結医療機

関として必要な

簡易陰圧装置、

検査機器（PCR

検査装置）、簡

易ベッドの購入

費（新規購入及

び増設する場合

に限る。）。ただ

し、補助対象経

費の基準は、知

事 が 別 に 定 め

10／10

以内

県と感

染症法

に基づ

く医療

措置協

定を締

結する

医療機

関
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医療措置協

定を締結す

る医療機関

に対し補助

を行う。

る。

　医療政策課関係 　医療政策課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～48　略 １～48　略

49 長崎県

ドクタ

ーヘリ

運用事

業費補

助金

救急医療提

供体制を確

保できるよ

う、 ド ク

ターヘリの

円滑な運航

体制の整備

強化等を図

る。

ドクターヘリ基

地病院等の給油

施設整備に必要

な工事費又は工

事請負費

予算の

範囲内

で知事

が定め

る額

ドクタ

ーヘリ

の基地

病院等

50 長崎県

医療コ

ンテナ

活用促

進事業

補助金

医療コンテ

ナの導入促

進を図るた

めのモデル

事業を実施

し、今後の

医療コンテ

ナの普及促

進を図る。

医療コンテナ及

びコンテナに搭

載する医療用資

器材・その他資

器材の賃借料、

運搬・設置料、

謝金（効果検証

に必要なものに

限る。）

予算の

範囲内

で知事

が定め

る額

災害拠

点病院�

　感染症対策室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１ 長崎県

造血幹

細胞移

植後に

おける

予防接

種の再

接種費

用助成

事業費

補助金

感染症のま

ん延防止及

び再接種を

受ける者の

経済的負担

の軽減のた

め、県内市

町が実施す

る造血幹細

胞移植後に

おける予防

接種の再接

種費用助成

制度に対し

て支援を行

うことで、

助 成 制 度

の拡充を図

る。

市町が当該市町

に住所を有する

対象者に対し、

対象ワクチン接

種費用の助成に

要する経費

２分の

１

市町

　医療人材対策室関係 　医療人材対策室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～18　略 １～18　略
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19 長崎県

医療従

事者実

習時感

染予防

対策実

施支援

事業補

助金

医療機関、

高齢者施設

等で実習を

行う医療系

職種の学生

が実習前又

は実習中に

受 検 す る

PCR等検査

費用を支援

し、新型コ

ロナウイル

ス感染症の

施設内感染

の防止を図

る。

医療機関、高齢

者施設等で実習

を行う医療系職

種の学生が実習

前又は実習中に

受検するPCR等

検査に要する経

費。ただし、補

助対象経費の基

準は、知事が別

に定める。

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

基準に

よる。

別に定

める医

療系職

種を養

成する

県内学

校又は

養成所

19～21　略 20～22　略

　長寿社会課関係 　長寿社会課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～24　略 １～24　略

25 長崎県

介護テ

クノロ

ジー普

及促進

補助金

介護事業所

におけるテ

クノロジー

の普及によ

り、質の高

い介護サー

ビスの提供

及びさらな

る業務効率

化を図る。

介 護 テ ク ノ ロ

ジーの導入及び

業務改善支援に

要する経費

５分の

４以内

社会福

祉法人

等

26 長崎県

介護DX

化推進

補助金

介護事業所

において介

護テクノロ

ジーを業務

全般で導入

し、介護DX

化を推進す

る。

介護業務全般の

テクノロジー化

など、生産性向

上に先進的に取

り組む事業所が

行う機器導入や

研修等の経費

５分の

４以内

社会福

祉法人

等

27 長崎県

事業者

グルー

プ職場

環境改

善協働

実施推

進補助

金

介護事業所

のうち、小

規模事業者

等の業務協

働化等を促

進し、職場

環境の改善

を図る。

介護事業所のう

ち、 小 規 模 事

業者等で構成す

るグループが行

う人材募集や研

修等の共同実施

や、業務の協働

化等に要する経

費

５分の

４以内

社会福

祉法人

等

　障害福祉課関係 　障害福祉課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～55　略 １～55　略

56 障害者 障害者就労 障害者就労施設 10分の 社会福
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就労施

設の工

賃向上

に資す

る生産

設備導

入事業

補助金

施設の生産

設備導入を

支援し、障

害者の工賃

向上の推進

を図る。

の生産設備導入

に要する経費

10以内 祉法人

等

57 障害児

通所支

援事業

所等に

おける

性被害

防止対

策に係

る設備

等支援

事業費

補助金

障害児通所

支援事業所

等における

性被害を防

止するため

に、必要と

なる経費等

を支援する

こ と に よ

り、障害児

の安全対策

の強化を図

る。

パ ー テ ー シ ョ

ン、簡易扉、カ

メラ等の設置等

に要する経費。

ただし、補助対

象経費の基準は

知事が別に定め

る。

予算の

範囲内

で知事

が別に

定める

額

社会福

祉法人

等

長崎県告示第436号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和６年７月30日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類　一般国道

路　線　名　202号

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

佐世保市指方町2738番３地先から

佐世保市指方町2725番２地先まで

前 36.6～52.7 45.4

後 38.0～55.5 42.8

　　　肥料登録の失効（公告）

　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第15条第１項の規定により、次のとおり肥料登録

を失効した。

　　令和６年７月30日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量 住所または所在地 氏名または名称

長崎県肥

第685号

混合有機質肥料 混合有機質肥料　

チキン骨粉

窒素全量

� 3.0％

長崎県諫早市下大渡野町

2041番地１

長崎油飼工業株式会社

代表取締役

　　　　公　　　　　告
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リン酸全量

� 5.0％

カリ全量

� 2.0％

本田　友宏

長崎県肥

第686号

混合有機質肥料 混合有機質肥料　

蒸製骨粉

窒素全量

� 2.0％

リン酸全量

� 7.0％

カリ全量

� 1.0％

同上 同上

発
行
者

　
長

　
崎

　
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
代
表
（
八
二
四
）
一
一
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
所

　
長
崎
市
樺
島
町
八
番
十
二
号

　
　
株
式
会
社�

ク�

イ�

ッ�

ク�

プ�

リ�

ン�

ト

　
　
　
　
長
崎
市
尾
上
町
三
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
通
（
八
九
五
）
二
一
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺

　
　
田

　
　
宏

　
　
弥
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